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1．災害救助法の概要  

O「災害救助法」（昭和22年10月18日法律第118号）   

1 目  的  

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、   

応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。   

2 実施体制  

災害救助法による救助は、都道府県知事が行い（法定受託事務）、市町村長がこれを   

補助する。  

なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすること   

ができる。   

3 適用基準  

災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失が   

ある場合等（例 人口5，000人未満 住家全壊30世帯以上）に行う。  

4 救助の種類、程度、方法及び期間  
（1）救助の種類   

（》 避難所、応急仮設住宅の設置   

（診 食品、飲料水の給与   

③・被服、寝具等の給与  

④ 医療、助産   

（9 被災者の救出  

⑥ 住宅の応急修理  

⑦ 学用品の給与  

⑧ 埋  葬  

⑨ 死体の捜索及び処理  

⑩ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去  

（2）救助の程度、方法及び期間   

厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行なう。   

5 強制権の発動  

災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収容、施設の管理、医療、   

土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。   

6 経費の支弁及び国庫負担  
（1）都道府県の支弁：救助に要する費用は、都道府県が支弁  

（2）国 庫 負 担：（1）により費用が100万円以上となる場合、その額の都道府県の  

普通税収入見込額の割合に応じ、次により負担  

ア 普通税収入見込額の2／100以下の部分  50／100  
イ 普通税収入見込額の2／100をこえ4／100以下の部分 － 80／100  
ウ 普通税収入見込額の4／100をこえる部分  90／100  

7 災害救助基金について  
（1）積立義務（災害救助法第37条）  

過去3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5／1000相当額  

（最少額500万円）を積み立てる義務が課せられている。  

（2）運 用  

災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。  
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災害救助法適用基準 （同法施行令）   

1住家等への被害が生じた場合  

（1）区域内の人口に応じた次の世帯数以上であること（令第1条第1項第1号、令別表第1）  

市  町  村  の  人  口  住家滅失世帯数   

1喜，888会員   
30’000人以  
50’000人以   

I 100 0001三   
圭  I 300，000人以  

5，000人  30  

（2）当該市町村を包括する都道府県の被害世帯数が、その人口に応じ①に示す数以上であって、   

当該市町村の被害世帯数が、その人口に応じ②に示す数以上であること（令第1条第1項第   

2号、令別表第2・第3）  

①  都  道  府  県  の  人  口   住家滅失世帯数   

圭；呂§呂；呂§§損喜…呂呂呂…呂呂呂 薫漬   
2，500   1，000 1，500 2，000   珪葦   

（3）当該市町村を包括する都道府県の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、  

当該市町村の被害世帯数が多数であること   

（令第1粂第1項第3号前段、令別表第4）  

都  道  府  県  の  人  口   住家滅失世帯数   

喜…呂呂呂；呂呂腿圭圭…§§呂…§§§頒藩   
12，000   5，000 7，000 9，000   珪  葦  

※1半壊又は半焼した世帯は、2世帯をもって滅失した一の世帯とする  
※2 床上浸水した世帯は、3世帯をもって滅失した一の世帯とする   

（4）災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難と   

する厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失し   

たものであること（令第1条第1項第3号後段）   

・災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出  

に特殊の技術を必要とすること。（基準省令第1粂）   

2 生命・身体への危害が生じた場合  

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生   

労働省令で定める基準に該当するとき（令第1条第1項第4号）   

・災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続  

的に救助を必要とすること。（基準省令第2粂第1号）  

・災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出  

に特殊の技術を必要とすること。（基準省令第2条第2号）  
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災害救助法iこよ る応急救助の実施概念【雲】  

日本赤十字社（都道府県支部）  

・救護班の派遣（医療・助産）  

応急救助の実施（県直接実施）  
地
方
厚
生
局
 
 

被害状況の情報提供  

応急仮設住宅の供与  

救護班の派遣（医療・助産）  
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実施状況の情報提供  応急救助の実施（委任による実施）  

救助・権限の委任通知・公示  
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被災者の救出  

救護班による医療・助産  

連体の捜索・処理  
避難所の設置  

技術的な助言・勧告  
・資料提出要求  
・是正の要求 他  
〔自治法§245の4他〕  
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（応援の指示・派遣調整）  

応援職員の派遣  

（応援の指示・派遣調整）   



平成20年度災害救助基準  

平成20年4月1日現在  

救助の種類   対  象   費 用 の 限度 額  期   間  備  考   

避難所の設置  災害により現に被害を  （基本額）  災害発生の日から    1 費用は、避難所の設置、  

受け、又は受けるおそれ  避難所設置費  7日以内  維持及び管理のための賃金  

のある者を収容する。   1人1日当たり  職員等席上費、消耗器材  

300円以内  費、建物等の使用謝金、借  

（加算額）  上費又は購入費、光熱水費  

冬季別に定める額を加算  並びに仮設便所等の設置費  

を含む。  

高齢者等の要援護者等を収  2避難に当たっての輸送費  

容する「福祉避難所」を設置  は別途計上   

した場合、当該地域における  

通常の実費を支出でき、上記  

を超える額を加算できる。  

応急仮設住宅の  住家が全壊、全焼又は  1 規格 1戸当たり平均     災害発生の日から    1 平均1戸当たり29，7nf、   

供与   流失し、居住する住家が  29．7rげ（9坪）を基準     20日以内着工  2，366，000円以内であれば  

ない着であって、自らの  とする。  よい。  

資力では住宅を得ること  2 限度額 1戸当たり  2 高齢者等の要援護者等を  
ができない者   2，366，000円以内  数人以上収容する「福祉仮  

3同一敷地内等に概ね50  設住宅」を設置できる。  

戸以上設置した場合は、集  3供与期間最高2年以内  

会等に利用するための施設  4民間賃貸住宅の借り上げ  

を設置できる。（規模、費  による設置も対象とする。   

用は別に定めるところによ  

る）  

炊き出しその他  1 避難所に収容された  1人1日当たり  災害発生の日から    食品給与のための総経煮を   

による食品の  者   1，010円以内  7日以内  延給食日数で除した金額が限   

給与   2全半壊（焼）、流  度額以内であればよい。  

失、床上浸水で炊事  （1食は1／3日）   

できない者  

飲料水の供給  現に飲料水を得ること  当吉亥地域における通常の実費     災害発生の日から    1 輸送費、人件費は別途計  

ができない 者（飲料水及  7日以内  上   

び炊事のための水である  

こと。）  

被服、寝具その  全半壊（焼）、流失、  1 夏季（4月～9月）冬季     災害発生の日から    1 備蓄物資の価格は年度当   

他生活必需品の  床上浸水等により、生活  （10月～3月）の季別は     10日以内  初の評価額   

給与又は貸与  上必要な被服、寝具、そ  2 現物給付に限ること  

の他生括必需品を喪失、  

又は毀損し、直ちに日常  

生活を営むことが困難な  

者   6人以上  

区  分   1人世帯  2人世帯   3人世帯  4人世帯   5人世帯   1人増す  

ごとに加算  

全壊  7，300  

全焼  

流失   10，400  

半壊  2，400  

半焼  

床上浸水   3，300   
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救助の種類   対  象   費 用 の 限度 額   期  間   備  考   

医  療  医療の途を失った者  1 救護班…使用した薬剤、  災害発生の日から  患者等の移送費は、別途計  
（応急的処置）   治療材料、医療器具破損等  上   

の実費  
2病院又は診療所・‥国民健  

康保険診療報酬の額以内  

3施術者  
協定料金の額以内   

助  産  災害発生の日以前又は  1 救護班等による場合は、  分べんした日から  妊婦等の移送費は、別途計  

以後7日以内に分べんし  上   

た看であって災害のため  
助産の途を失った者（出  

産のみならず、死産及び  

流産を含み現に助産を要  
する状態にある者）   

災害にかかった  1 現に生命、身体が危  当該地域における通常の実費  災害発生の日から  1 期間内に生死が明らかに   

者の救出   険な状態にある者  3日以内   ならない場合は、以後「死  

2生死不明な状態にあ  体の捜索」として取り扱  
る者  う。  

2輸送費、人件費は、別途  

計上   

災害にかかった  住家が半壊（焼）し、  居室、炊事場及び便所等日  災害発生の日から  

住宅の応急修理  自らの資力により応急修  
理をすることができない  

者   510，000円以内   

学用品の給与  住家の全壊（焼）流失  1 教科書及び教科書以外の  災害発生の日から  1 備蓄物資は評価額．  

半壊（焼）又は床上浸水  教材で教育委員会に届出又  （教科書）   2 入進学時の場合は個々の  

により学用品を喪失又は  はその承認を受けて使用し   1カ月以内   実情に応じて支給する。  
穀損し、就学上支障のあ  ている教材、又は正規の授  （文房具及び通学用  

る小学校児童、中学校生  業で使用している教材実費  品）  

徒及び高等学校等生徒。  2文房具及び通学用品は、  15日以内   

1人当たり次の金額以内  

′ト学生児童4，100円  

中学生生徒4，400円  

高等学校等生徒4，800円  

埋  葬  災害の際死亡した者を  1体当たり   災害発生の日から  災害発生の日以前に死亡し  

対象にして実際に埋葬を  大人（12歳以上）  10日以内   た看であっても対象となる。   
実施する者に支給  199，000円以内  

小人（12歳未満）  

159，200円以内  

死体の捜索  行方不明の状態にあり、  当該地域における通常の実費  災害発生の日から  1 輸送費、人件費は、別途  

かつ、四囲の事情により  10日以内   計上  
すでに死亡していると推  2災害発生後3日を経過し  

定される者  たものは一応死亡した者と  

推定している。   

死体の処理  災害の際死亡した者に  （洗浄、消毒等）   災害発生の日から  1 検案は原則として救護班  

ついて、死体に関する  1体当り3，300円以内  10日以内   2 輸送費、人件費は、別途  

計上  

する。   3死体の一時保存にドライ  

保既存建物以外  アイスの購入費等が必要な  

場合は当該地域における通  処理（埋葬を除く。）を  一  既存建物借上費        時通常の実費  存1体当り 5，000円以内  常の実費を加算できる。   

救護班以外は慣行料金  
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救助の種類   対  象   費用 の 限度額   期  間   備  考   

障害物の除去  居室、炊事場、玄関等  1世帯当り   災害発生の日から  

に障害物が運びこまれて  137，500円以内  10日以内   

いるため生活に支障をき  

たしている場合で自力で  

は除去することのできな  

い者  

輸送費及び貸金  1 被災者の避難   当該地域における通常の実費  救助の実施が認め  

職員等雇上着  2医療及び助産  られる期間以内  

3被災者の救出  

4飲料水の供給  

5死体の捜索  

6死体の処理  

7救済用物資の整理配  

分  

範  囲   費用 の 限度額   期  間   備  考   

実 費 弁 償  災害救助法施行令第10  災害救助法第24条第1項の  救助の実施が認め   時間外勤務手当及び旅費は  

粂第1号から第4号まで  別途に定める額   

に規定する者   に従事させた都道府県知事の  

総括する都道府県の常勤の職  

見で当該業務に従事した者に  

相当するものの給与を考慮し  

て定める   

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上で、   

救助の程度、方法及び期間を定めることができる。  
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3． 災害救助基金iこつしヽて  

（1）災害救助基金の積立額について   

（∋最少額  

都道府県は、災害救助法による救助に要する費用等の支弁の財源に充てるため、  

災害救助基金を積み立てておかねばならず（災害救助法第37条）、各年度における  
最少額は以下による（同法第38条第1項）。  

ニ ‾l貢・  前年度の前3年間の  

普通税収入額（決算額）の平均年額  
× 5／1000  

（例）  

14年度最少額＝10～12年度の普通税収入額の決算額の平均年額 × 5／1000   

※ ただし、算定額が500万円に満たない場合は、当該年度の災害救助基金の   

最少額は500万円（同法第38条第2項）  

②積立現額が最少額に達していない場合  

当該年度の災害救助基金の最少額の5分の1の額を積み立てなければならない。  

（同法施行令第26条第1項）  

・・＿＿lll・；苫  

積立必要額＝ 当該年度の災害救助基金の最少額 ×1／5  

巨裂※   ただし、積立現額との合計額が、当該年度の災害救助  

基金の最少額を超過する場合は、超過分は控除される。  

（同法施行令第26条第2項）  
積立必要額  控除部分  

（2）積立状況の情報提供について  

各年度における災害救助基金の積立状況について、毎年6月1ざ日までに、  

災害救助基金報告書により厚生労働大臣に情報提供する。  

（S40．5．11社施第99号 厚生省社会局長通知 第9の3）  

※ なお、積立現額が最少額に達していない都道府県においては、その理由と今後の対  

応等についても併せて報告をお願いする。  
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平成19年度災害救助基金積立状況  

（平成19年4月1日現在）  

現在高（円）  （参考）18年度  

①   ②   現在高（円）③   

1北海道  2，360，323，965  2，071，174．906  114．0  【   
L   

2．352．207，845  100．3   

2書森県   108．4   422．554．395  25．551．830  447．304．895  100．2   

3岩手県   500．776．丁38  432，515．923  115．8   5∝I．776．738  499．182．704  100．3   

4宮城黒  2．101，8ヰ5．952  1．018．224，356  206．4  2．088，185，810  113．660．142  2．098．697，835  100．2   

5秋臼県   416，411，2ヰ2  346．826，433  120．1   268．410，191  148．001．051   416．250，734  100．0   

6山形県   440．505．258  400，853．688  109．9   420．093．510   20．411．748   439．958，971  1∝）．1   

7福島県   940，370．843  800．473，158  11丁．5   940．370，8ヰ3  940，3TO，843  100．0   
十‾  

8茨城興  1．534．155，292  1．362．705．680  112．6  1．499．420．532  L 34．734，760  1．537．880，676  99．8   

9栃木県   898．642，507  943．221．023  95．3   826．458．483  丁2．184，024  899．906．098  99．9   

10群馬県  1．390，054，305  868，434．805  160．1  1．342．278，878  47．775．42丁  1．015．355．128  136．9   

11埼玉県  3．159．220．423  2，636．015．935  119．8  3，159，220，423  3，154．523，519  100．1   

12千葉県  2．421．725，459  2，960，209．9丁7  81．8  乙ヰ21．丁25．459  2．4柑，490．963  100．1   

13東京都  10，686，901．515  1l．327．999．703  94．2  5．701．129．524  4．965．7Tl．991  10．768．897，302  99．1   

1ヰ神奈川れ  5．399，057，554  4，351，485．320  12ヰ．1  5，188，154．754  210，902，800  5，385．287，735  1（X）．3   
15新潟れ   953．265．332  969．6TT，542  98．3   895．613．093  57．652．239  79丁．846．907  119．5   

16富山れ   622，821，981   513，496．244  121．3   552．769，229  TO．052．丁52  625．353．148  99．6   

17石川県   658．234．351   522．098，210  126．1   640．ヰ03．510  17．830，841   656．651．945  100．2   

18福井県   ヰ04，513．965  391．069．320  103．ヰ   404．513．965  405．54tS，039  99．7   

19山梨■   5∝），859．359  392．990，237  127．4   500，859．359  499，829．315  1∞．2   

20長野県  1．057．310．709  868，577．丁48  121．7   960．690．775  96．619．93ヰ  1．084，884．154  97．5   

21岐阜れ  1．061，433，618  862，236．5Tl  123．1  1，061．ヰ33，6柑  1．05丁．521，618  10（）．4   

22静岡れ  4，229．409．994  1．903．639，958  222．2  4，229．409，994  4．213．954，8ヰ2  1∝川   

23愛知県  5．36丁，2ヰ7，ヰ31  4，726．682，975  113．6   792．957．230  4．401，714．229  ilT2．575．972  5．341．191．351  100．5   

24三暮れ   915．262．644  891，317．953  102．7   89t；．809．843  914．3Tl，535  100．1   18，452，801  
25滋賀県   637．103，687  589，241．605  108．1   54丁．562．767  89．540．920  646．645．265  98．5   

26東和＝符  1，566，886，173  1，119．021．881  140．0  1，559，703．柑5   7・182・卯8   1．568，152．247  99．9   

27大阪府  4．987．997．267  5．川2，丁24．143  9丁．0  3，327．770，084   1．680．227．183   5．04乳527，2川  98．8   

28兵庫県  2，321，850，348  2，324，014，TlO  99．9   T14，300．190  1．422，M．∝氾  185．550．158  2．323，928．381   99．9   

29奈良れ   171．013．155  461．439，ヰヰ0  37．1   44，520，602  126，492，553   134．747．8柑  126．9   

30和歌山れ   刷．523．753  362．567，946  133．6   ヰ49．TlO．184  34，813．569  470，935．951  102．9   

31▲取黒   239，423．013  199．354．752  120．1   230．985，163   93，5∝l   8，3ヰ4，350  239．242．898  100．1   

32島根れ   309．934．813  248．657．539  124．6   305．207．113  4．727．700  309．630．746  100．1   

訳＝岡山れ   938，534．126  843，766．009  111．2   938．509，126   25．∝旧  934．160．247  100．5   

34広島れ  1，275．564．847  1．245．884．ヰ87  102．4  1．142．215．614  133．349．233  1，283．023．200  99．4   

35山口県   639，571，646  642．557，413  99．5   601，613，195  37，958，ヰ51   639．571．846  100．0   

36徳島れ   352．127，896  336．106．812  104．8   323．077．606  29，050．290  352．285，394  1（X）．0   

37香川れ   504，170．542  455．058．120  ‖0．8   486．120．533  18．050，∝）9  507．278，2川  99．4   

38愛媛県   549．170，ヰ63  528．955．058  103．8   549．170，463  547，597．488  100．3   

39高知れ   284．030，958  233．257，039  121．8   232，398．930  51．632．028  283，480．460  100．2   

40福岡興  2．056．132．510  2，116，936．566  97．1  2，021，425．381  34，70丁，129  2．010．411．241  102．3   

ヰ1佐賀黒   358．402．791   298．863，505  119．9   315．526．298   42．876．493   357，587．467  100．2   

42長崎れ   4丁3，141，2糾  406，537．617  116．ヰ   ヰ13．976，864  29，164，370  473．141，234  100．0   

43熊本県   630．338．93丁  585．383，890  10丁．丁   613．662．352  16，676．585  629．鋸2．439  100．2   

44大分県   467．¢16．3丁8  431，366．519  108．4   460．680．586  6．935．792  467．810，001  100．0   

45宮崎県   338．025．柑2  33丁，215．973  100．2   293．820，615   “  4ヰ，204，567  333．172．866  101．5   

46鹿児島県   556，547．837  524．018．887  10（；．2   322．372，837   23ヰ・175・M 554．727．837  100．3   

47沖縄県   387．269，524  375，965．159  103．0   387．269．524  386．766．728  100．1   

計   68．977．833．742  61．784．318．363  111．6  54，386．163，343  6，058．007．729  8，533．662．670  68，475．333，082  100．7   

※t少額＝当数年度の前年度の前3年間における書通税収入額の決算額の平均年頬の1000分の5に相当する額  

※積立串＝①÷②（％）  

※対前年鹿比＝（》÷③（％）  
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4．災害対策基本法の概要  
【総則】■‥防災に関する責任の明確化  

【防災に関する組織】・・・総合的防災行政の整備  

【国】   

【地方】   

【平時】   【災害時】   

中央防災会議   
非常災害対策本部  

緊急災害対策本部   

都道府県防災会議  
災害対策本部   

市町村防災会議  

非常災害対策本部長  緊急災害対策本部長＝・内閣総理大臣   
自然災害・■・防災担当大臣   
事故災害 …担当省庁大臣  

【防災計画】‥・計画的防災行政の整備  

中央防災会議  

指定行政機関・指定公共機関  

都道府県防災会議・市町村防災会議  

防災基本計画  

防災業務計画  

地域防災計画  

【災害予防】‥・災害の発生を未然に防止  

防災組織の整備義務  災害予防責任者による防災に関する組織の整備義務  

防災訓練の実施義務  防災訓練の実施、従業員の訓練参加義務  

物資・資財の備蓄義務  災害時に必要な物資・資材の備蓄、点検、整備等  

【災害応急対策】‥・災害の発生の防御、災害の拡大の防止  

消防、水防団への出動命令、警察等への出動要請等（市町村長）  

市町村⇒ 都道府県へ 都道府県 ⇒ 内閣総理大臣へ  

立ち退きの勧告・指示（原則市町村長）  

警戒区域の立ち入りを制限、禁止、退去等（原則市町村長）  

エ作物の使用、物件の使用一収用等（原則市町村長）  

医療、土木建築工事、輸送関係者への従事命令等（都道府県知事）  

通行の制限、禁止等（都道府県公安委員会、警察官等）  

出動命令  

被害状況の報告  

避難の指示  

警戒区域の設定  

応急公用負担  

従事命令  

交通規制  

【災害復旧・財政金融措置】・・・災害復旧に係る財政等の特例措置  

国の負担金又は補助金の早期交付  

激甚災害に対処するための財政援助 等  

【災害緊急事態】＝・異常かつ激甚な災害の場合  
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5． 地方厚生局をこ一＝＞1レヽて  

厚生労働省防災業務計画（抜粋）  

第2編 災害応急対策   

第1章 総則  

第3節 被災地への職員の派遣及び厚生労働省現地対策本部の設置  

第4 地方厚生局における災害発生時の対応について  

1 情報収集及び状況把握  

（1）地方厚生局総務課が中心となり、本省関係各部局からの指示を  

受け、地方公共団体、関係機関等を通じて情報収集する。  

（2）地方厚生局総務課は、本省関係各部局より職員派遣依頼の連絡  

があった場合には、都道府県防災担当課へ職員を派遣し、当該職  

員を「現地連絡担当者」として情報収集の窓口とする。  

（3）現地連絡担当者は、地方厚生局及び本省と都道府県防災担当課  

との連絡調整に当たる。  

（4）現地連絡担当者は、被災都道府県・市町村からの情報に限らず、  

地元マスコミ等により得た情報を収集し、当該情報を地方厚生局  

及び本省に報告する。  

（5）非常災害が発生した場合には、発災直後、本省より担当職員が  

被災地に赴くことになっているが、地方厚生局より派遣された現  

地連絡担当者は、本省担当職員が到着した場合、それまでに収集  

した情報を引き継ぐとともに、以後、互いに協力し、情報収集に  

努める。  

（6）現地連絡担当者が行う主な情報収集項目  

a 被災市町村の被害状況  

b 厚生労働省の所掌に係る医療施設、社会福祉施設、水道施設  

及びこれらの業務の被害状況  

c 日本赤十字社の行う救援活動の状況及び同社から収集した現  

地の状況  

d その他、情報収集により得た重要な情報  

（7）地方厚生局が情報収集及び状況把握を行うにあたっては、独立  

行政法人国立病院機構との情報の共有及び密接な連携を図るもの  

とする。  
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6， 災害弔慰金・災害障害見舞金  

及び災害援護資金の概要  

O「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和48年9月18日法律第82号）  

災害弔慰金の支給  

（1）実 施 主 体  市町村（特別区を含む）  

（2）対象 災 害  自然災害・1市町村において住居が5世帯以上滅失した  

災害  

・都道府県内において住居が5世帯以上滅失し  

た市町村が3以上ある場合の災害  

・都道府県内において災害救助法が適用された  

市町村が1以上ある場合の災害  

・災害救助法が適用された市町村をその区域内  

に含む都道府県が2以上ある場合の災害  

父母、孫、祖父母  （3）受 給 遺 族  配偶者、子、   

（4）支 給 額  ア．生計維持者が死亡した場合  500万円  

イ．その他の者が死亡した場合  250万円  

（5）費 用 負 担  国1／2  都道府県1／4  市町村1／4  

災害障害見舞金の支給  

（1）実 施 主 体 1に同じ  

（2）対 象 災 害  1に同じ  

（3）受 給 者   （2）により重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢  

ひじ関節以上切断等）を受けた者  

（4）支 給 額  ア．生計維持者  250万円  

イ．その他の者  125万円  

（5）費 用 負 担 1に同じ  
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災害援護資金の貸付  

（1）実 施 主 体  市町村  

（2）対 象 災 害   都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上あ  

る自然災害  

（3）受 給 者   （2）により負傷又は住居、家財に被害を受けた者   

（4）貸付限度額  350万円  

‾l‾  

（注）被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを  
えない場合等特別の事情がある場合は（）内の額  

（5）所得制限  
世帯人員   市町村民税における前年の総所得金額   

1 人   220万円   

2  人   430万円   

3  人   620万円   

4  人   730万円   

5人以上   1人増すごとに73 0万円に30万円を  

加えた額   

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、   

1，270万円とする。   

（6）利  率  年3％（据置期間中は無利子）  

3年（特別の場合5年）   

10年（据置期間を含む）   

年賦又は半年貝武  

（7）据 置 期 間   

（8）償 還 期 間  

（9）償 還 方 法  

（10）貸付原資負担  国 2／3 都道府県・指定都市1／3  
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